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＊公共政策学：国民の生活を大きく左右する公共政策を改善し、社会問題の解決を図る新しい社会科学。
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事務費
施設管理費

200 (40%)

支払利息
50(10％)

減価償却費
240
（50％）

長期前受
金戻入
130（27％）

収入490 支出490百万円

209ha 損益計算書

使用料
100(20％)

繰入金
260（53％）

館山市下水道の財政構造 （令和４年度決算）

国補助金

下水道債
9,233百万円
( 44％)
一般会計繰入金

で返済を支援

その他 426百万円 受益者負担金 757百万円

資産

処理場
11,272百万円

（53％）

建設財源

繰入金
3,410百万円（16％）

7,709百万円（36%)

管渠

9,411百万円

（47％）

209ha 貸借対照表

総事業費 21,109百万円
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一人当たり 380万円
１世帯当たり 760万円
（1世帯2人として計算）



館山市の経費区分とその財源(令和４年度決算)
～費用の３/４を一般会計で負担、これで公営企業として事業を持続できるか
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一般事務費
18,756（10.9％）

職員給与費
31,447
（18.3％）

維持管理費（鏡ケ浦クリーンセンター）
122,007（70.8％）

使用料収入
92,440（53.7％）

一般会計繰入金（基準外）
79,770（46.3％）

経　費

財　源
一般会計繰入金（基準内）

300,101（100.0％）

減価償却費
240,120（80.0％）

企業債利息
59,981

（20.0％）

資本費 維持管理費

使用料で賄うべき経費を一般会計（市税）で

補填しています。



初期
投資

更新投資

老朽化
対策投資

更新費用を確保のためには使用料の値上げが必要

減価償却費

使用料収入

減価償却費

使用料収入

耐用年数35～50年

（新規） （更新）

費用が２倍に

※この間に建設物価は倍増

更新工事の本格化に
より費用が増大する

市の人口減で利用者
の増を見込めず、
使用料収入は減少

市人口の推移

使用料収入
の推移

1998年（供用開始時） 2023年（現在） 2050年（推計）

５３,１５８人 ４４,４１４人 ３０,７１０人

２,１５１千円 ９５,４６０千円 ６９,０４９千円

約１６％減

約４３３７％増

約３１％減

約２８％減

※区域拡大による増
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参考．今後の下水道財政の考え方値上げして利益を出し、議会の議決で
積立てて施設の更新費用を確保する

毎年度の
利益

欠損金の補てん

補てん
残額

法定積立金
（残額の1/20以上）

任意積立金

利益積立金
（将来の欠損金への備え）

減債積立金
（将来の借入金返済への備え）

※企業債残高まで積立が必要

建設改良積立金
（将来の更新投資への備え）

その他（未処分利益等）

議決

（旧制度）平成23年度までは法定積立を義務化していた

法定積立金残額

（新制度）平成24年度から法定積立から任意積立に～その分、市の経営責任が重くなる

毎年度の利益

欠損金の補てん

補てん
残額

議決

利益積立金
減債積立金
建設改良積立金
その他（未処分利益）

※経営判断により
割り振り可能

法定積立金の
義務を廃止



① 公営企業＝地方公共団体が行う事業のうち 「企業」 として運営する事業

② 経営の基本＝独立採算原則、特別会計、企業会計方式で経理

公営企業としての下水道事業運営の原則

住民

(受益者)

公営企業

水道

下水道

交通

病院 等

資産

費用

サービスの

提供

サービス提供
の対価(料金)

サービス提供のた
めのの財産取得

サービスにか
かる支出

一般会計等

納入金

一般会計等が負担すべき経費には繰入金が充てられる
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消費支出における上下水道料金が占める割合
～下水道の今後の更新を考えると電気・通信料金並みに負担（上下水道で１万円）。生活弱者には減免措置がある。

令和２年度 ２７７，９２６円 / 月

食料
８０，１９８
２８．９%

住居
１７，３７４
６．３%

電気代

１０,６７１
３．８%ガス代

4,７３９
1.７%

上下水道料 1.9
５、２５５

館山市 ６、７４８
家具・家事用品
１２，７０８

4.６%

被服及び履物
９，１７５
３．３%

保健医療
１４，２９６
５．１%

自動車等関係

２３，３６５

８．４%

通信
１３，４８２
４．８%

教育
１０，２９３５

３．７%

教養娯楽

２４，９８７

９．０％

その他（こづかい等）
５１，３９５
１８．５%

総務省統計局「家計調査年報（家計収支編）」より作成

１世帯当り年平均 １ヵ月の支出（２人以上の世帯）



国は使用料の値上げと体系の見直しを迫る
の交付要件化（R2～）
• 社会資本整備総合交付金等・下水道事業の経営健全化サイクル構築推進のため、交付要件化（令和２年度～）

• 〇人口3万人未満の団体
• → 令和6年度以降の予算・決算が公営企業会計に基づくものに移行していること
• 〇公営企業会計適用済みの団体
• → 少なくとも5年に1回の頻度で、下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行い、
• 経費回収率の向上に向けたロードマップを策定し、国土交通省に提出すること

下水道事業における収支構造適正化に向けた取組みの推進について（令和2年7月21日国土交通省下水道企画
課長通知）

公営企業たる下水道事業においては、資本費を含む使用料対象経費に対する経費回収率を100％以上と
することが目指すべき指標の１つ。また、近隣都市の使用料水準との比較を過度に重視することなく、収
支見通しに照らして、合理的かつ適切な収支構造とすること。
下水道事業は、固定的費用が太宗を占める事業、使用水量の有無にかかわらず一定額を賦課する基本使

用料と、使用水量の多寡に応じて水量と単位水量当たりの単価により算定した金額を賦課する従量使用料
とを組み合わせた二部使用料制を原則とする。



下水道の使用料体系

一部使用料制

二部使用料制

基本水量あり

基本使用料制

基本水量なし

従量使用料制

均一型使用料

逓増型使用料

逓減型使用料

（例 定額使用料制 等）

（例 水道料金比例制 等）
基本使用料制・従量使用料
制のどちらかで構成

基本使用料制・従量使用料
制の組み合わせで構成

基本使用料制

従量使用料制
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主な公共料金体系の種類

（ア） 基本使用量付二部料金制（逓増型）

（イ） 基本使用量無し二部料金制（逓増型）

（ウ） 基本使用量無し二部料金制（逓減型）

０ 使用量

固定料金

料金
支払額 基本使用量

「特徴」
・逓増型二部料金制に一定の使用量までは使用の有無にか
かわらず定額の最低料金を設定したもの。
「現存の適用例」
・水道料金
・多くの下水道使用料

固定料金

料金
支払額

「特徴」
・需要抑制型料金。主に省資源、省エネルギーの観点から
採用される。
「現存の適用例」
・電気料金・水道料金(基本水量無しの基本料金＋水量料
金）
・一部の下水道使用料

固定料金

料金
支払額

「特徴」
・需要増進型料金
「現存の適用例」
・大手ガス料金。ガス料金は代替材（石油、電気等）を提
供する
事業との競争などの要因を考慮してこの方式を採用して

いる。

０ 使用量

０ 使用量


